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 １  は  じ  め  に 

    観  光  は、  サー  ビ  ス  業  の  み  な  ら  ず、  農  林  ⽔  産  業、  商  ⼯  業  な  ど  関  連  産  業  の  裾  野  が  広 
 く、  経  済  波  及  効  果  が  ⼤  き  い  産  業  で  あ  る。  ⼈  ⼝  減  少、  少  ⼦  ⾼  齢  化  が  進  む  中、  観  光  振  興 
 に  よ  る  交  流  ⼈  ⼝  の  拡  ⼤  が  新  た  な  需  要  創  出  と  雇  ⽤  拡  ⼤  に  つ  な  が  り、  地  域  全  体  に  ⼤  き  な 
 経  済  発  展  を  も  た  ら  す  原  動  ⼒  に  な  り  得  る  も  の  と  期  待  さ  れ  る。 
    近  年、  外  国  ⼈  観  光  客  の  増  加  と  団  体  旅  ⾏  か  ら  個  ⼈  旅  ⾏  へ  の  シ  フ  ト  が  進  む  中、  広  域  観 
 光  の  重  要  性、  観  光  で  稼  ぐ  地  域  づ  く  り  な  ど、  観  光  を  取  り  巻  く  環  境  が  め  ま  ぐ  る  し  く  変  化 
 し  て  お  り、  観  光  が  ま  ち  づ  く  り  に  お  い  て  果  た  す  役  割  が  ⼤  き  く  なっ  て  い  る。 
    こ  の  よ  う  な  中、  網  ⾛  市  が  こ  れ  ま  で  以  上  に  観  光  振  興  を  図っ  て  い  く  た  め  に  は、  観  光  客 
 の  受  ⼊  体  制  の  整  備  や  観  光  ⼈  材  の  育  成・  確  保  な  ど、  取  り  組  む  べ  き  課  題  は  ⼭  積  し  て  い 
 る。 
    網  ⾛  市  の  財  政  に  つ  い  て  は、  歳  ⼊  で  は、  ⼈  ⼝  減  少  に  よ  り  地  ⽅  交  付  税  が  縮  ⼩  傾  向  に  あ 
 る  中、  市  税  の  伸  び  も  期  待  で  き  な  い  状  況  に  あ  る。  ⼀  ⽅、  歳  出  で  は、  ⾼  い  公  債  費  負  担  が 
 続  く  中、  公  共  施  設  や  道  路  な  ど  の  ⽼  朽  化  対  策、  デ  ジ  タ  ル  社  会  の  推  進、  脱  炭  素  化  社  会  の 
 実  現  な  ど  に  向  け  た  取  り  組  み  が  求  め  ら  れ  て  い  る。 
    こ  う  し  た  状  況  も  踏  ま  え、  新  型  コ  ロ  ナ  ウ  イ  ル  ス  感  染  症  拡  ⼤  等  に  よ  り  宿  泊  事  業  者  を  は 
 じ  め  と  す  る  観  光  関  連  事  業  者  が  多  ⼤  な  影  響  を  受  け  た  状  況  も  考  慮  し  な  が  ら、  将  来  に  わ 
 たっ  て  持  続  可  能  な  観  光  振  興  を  図  る  た  め、  ⾃  主  財  源  の  確  保  に  つ  い  て  検  討  す  る  必  要  が  あ 
 る。 
    こ  の  た  び、  宿  泊  業  界  を  は  じ  め  と  す  る  観  光  関  連  団  体  や  学  識  経  験  者  等  の  専  ⾨  的  な  ⾒  地 
 か  ら、  網  ⾛  観  光  の  現  状  及  び  課  題  を  踏  ま  え  た  財  源  確  保  策  な  ど  に  つ  い  て、  具  体  的  な  検  討 
 を  ⾏っ  た。 
    そ  の  結  果、  全  ３  回  の  会  議  を  経  て  ⼀  定  の  ⽅  向  性  を  ま  と  め  た  こ  と  か  ら、  次  の  と  お  り  報 
 告  す  る。 

                                                                   網  ⾛  市  宿  泊  税  に  関  す  る  検  討  委  員  会 
                                                                                     委  員  ⻑     ⽯  井     吉  春 
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 ２  観  光  振  興  の  た  め  の  新  た  な  観  光  財  源  の  必  要  性  に  つ  い  て 

 （１）  網  ⾛  市  の  観  光  に  つ  い  て  の  現  状  と  課  題 

 【ア】  網  ⾛  市  の  観  光  に  つ  い  て  の  現  状 
    平  成  ２  ９  年  度  に  お  い  て、  本  市  に  は  約  １  ６  ２  万  ⼈  の  観  光  ⼊  込  が  あ  り、  こ  れ  は  過  年  度 
 と  ⽐  較  し  て  ほ  ぼ  横  ば  い  で  推  移  し  て  い  る。  ま  た、  宿  泊  客  数  に  つ  い  て  も  令  和  元  年  度  に  お 
 い  て  約  ３  ８  万  ３  千  ⼈  泊  と  なっ  て  お  り、  過  年  度  と  ⽐  較  し  て  ほ  ぼ  横  ば  い  で  推  移  し  て  い 
 る。  し  か  し、  令  和  ２  年  １  ⽉  頃  か  ら  顕  著  と  なっ  た  新  型  コ  ロ  ナ  ウ  イ  ル  ス  感  染  症  の  世  界  的 
 流  ⾏  を  受  け、  観  光  ⼊  込  客  数  や  宿  泊  客  数  は  ⼤  き  く  減  少  し、  令  和  ２  年  度  の  観  光  ⼊  込  は  前 
 年  度  ⽐  ５  ９  ．  １  ％、  宿  泊  客  数  は  前  年  度  ⽐  ６  ０  ．  ９  ％、  外  国  ⼈  観  光  客  の  宿  泊  者  数  に  い 
 たっ  て  は  前  年  度  ⽐  １  ．  ２  ％  と  過  去  最  ⼤  の  減  少  幅  と  な  る  な  ど、  特  に  令  和  ２  年  度  か  ら  ３ 
 年  度  に  お  い  て、  観  光  業  界  は  甚  ⼤  な  影  響  を  受  け  た。 
    令  和  ５  年  度  の  観  光  ⼊  込  は、  約  １  ４  ４  万  ２  千  ⼈  で  対  前  年  度  ⽐  １  ０  ２  ．  ２  ％  （対  平  成 
 ２  ９  年  度  ⽐  ８  ８  ．  ８  ％）、  宿  泊  客  数  は  約  ３  ４  万  ９  千  ⼈  泊  で  対  前  年  度  ⽐  １  ０  ０  ．  ２  % 
    (対  平  成  ３  １  年  度  ⽐  ９  ０  ．  １  ％)  と  な  り、  前  年  度  を  上  回っ  た  が、  ⼊  込・  宿  泊  と  も  に 
 コ  ロ  ナ  禍  以  前  の  ⽔  準  に  は  戻っ  て  い  な  い  状  況  に  あ  る。 
               

 【イ】  網  ⾛  市  の  観  光  に  つ  い  て  の  課  題 
    観  光  客  ⼊  込  客  数  に  つ  い  て  ⽉  別  に  ⽐  較  す  る  と、  ８  ⽉  と  ２  ⽉  が  最  も  多  い  ⼀  ⽅  で、  ４  ⽉ 
 と  １  ２  ⽉  が  最  も  少  な  く、  季  節  に  よっ  て  偏  り  が  あ  る。  観  光  ⼊  込  の  季  節  的  な  変  動  は、  物 
 販、  飲  ⾷  等  の  消  費  の  低  下  と  宿  泊  施  設  の  稼  働  率  低  下  を  招  き、  従  業  員  の  通  年  雇  ⽤  を  難  し 
 く  す  る  な  ど、  マ  イ  ナ  ス  の  影  響  に  つ  な  が  る  懸  念  が  あ  る  こ  と  か  ら、  様々  な  地  域  資  源  の  磨 
 き  上  げ  な  ど  に  よっ  て、  観  光  ⼊  込  の  季  節  的  偏  在  の  解  消  を  図っ  て  い  く  と  と  も  に、  滞  在  時 
 間  の  拡  ⼤  と  観  光  客  数  を  増  や  す  取  組  を  ⾏  う  必  要  が  あ  る。 
    ま  た、  今  後  も  増  加  が  ⾒  込  ま  れ  る  外  国  ⼈  観  光  客  に  対  応  で  き  る  案  内  表  ⽰、  ⼆  次  交  通  及 
 び  キャッ  シュ  レ  ス  化、  ⼈  材  育  成  等  を  含  め  た  受  ⼊  体  制  に  つ  い  て  は、  更  な  る  充  実・  強  化 
 が  求  め  ら  れ  る。 

 （２）  網  ⾛  市  の  財  政  状  況 
    近  年  の  物  価  ⾼  騰  等  の  影  響  に  よ  る  経  常  的  経  費  の  増  加  や  公  債  費  負  担  に  よ  り、  依  然  と  し 
 て  財  政  構  造  の  弾  ⼒  性  は  弱  い  状  況  に  あ  る。 
    予  算  編  成  上  ⽣  じ  る  収  ⽀  不  ⾜  に  つ  い  て  は、  基  ⾦  の  活  ⽤  等  に  よ  り  対  応  を  ⾏っ  て  い  る 
 が、  恒  常  的  に  必  要  な  財  源  が  不  ⾜  し  て  い  る  状  況  で  あ  る。  そ  の  た  め、  今  後  の  ⾏  財  政  運  営 
 に  お  い  て、  安  定  的  な  財  源  の  確  保  は  重  要  な  課  題  と  なっ  て  い  る  。 
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 （３）  新  た  な  観  光  財  源  の  必  要  性  に  つ  い  て 
    観  光  関  連  産  業  は  裾  野  が  広  く、  経  済  波  及  効  果  が  ⾼  い  こ  と  か  ら、  地  域  経  済  を  活  性  化  さ 
 せ  る  た  め  に  も  観  光  振  興  を  図  る  こ  と  は  重  要  で  あ  る。 
    そ  の  た  め、  新  た  な  観  光  財  源  を  確  保  し、  そ  の  財  源  を  活  ⽤  し  た  事  業  の  実  施  に  よ  り  来  訪 
 者  の  満  ⾜  度  と  利  便  性  を  ⾼  め、  さ  ら  な  る  観  光  サー  ビ  ス  を  提  供  し  て  い  く  好  循  環  を  ⽣  み  出 
 す  こ  と  で、  市  内  消  費  の  拡  ⼤  や  関  連  産  業  な  ど、  多  岐  に  わ  たっ  て  本  市  経  済  の  活  性  化  に  寄 
 与  す  る  こ  と  が  期  待  で  き  る。 

 ３  観  光  振  興  の  た  め  の  財  源  の  確  保  策  に  つ  い  て 

    地  ⽅  ⾃  治  体  に  お  け  る  ⾃  主  財  源  の  確  保  策  と  し  て  は、  地  ⽅  税、  分  担  ⾦、  使  ⽤  料、  ⼿  数 
 料、  寄  附  ⾦  な  ど  が  あ  る  が、  財  源  の  規  模、  安  定  性・  継  続  性、  受  益  と  負  担  の  観  点  か  ら  ⾒ 
 る  と、  地  ⽅  税  （法  定  外  ⽬  的  税）  が  最  も  安  定  し  て  財  源  の  確  保  が  可  能  と  思  わ  れ  る。 
    課  税  の  対  象  と  な  り  う  る  観  光  ⾏  動  は、  宿  泊  や  ⼊  域、  交  通  機  関  利  ⽤、  駐  ⾞  場  の  利  ⽤、 
 飲  ⾷、  ⼟  産  品  の  購  ⼊  等  が  考  え  ら  れ  る  が、  宿  泊  ⾏  為  は  他  の  観  光  ⾏  動  と  ⽐  較  し  て  課  税  対 
 象  者  の  捕  捉  が  容  易  で  あ  り、  ま  た、  宿  泊  客  は  様々  な  ⾏  政  サー  ビ  ス  を  受  け  る  機  会  が  多  い 
 こ  と  か  ら、  宿  泊  ⾏  為  に  課  税  す  る  こ  と  が  妥  当  と  考  え  る。 
   
 ４  観  光  振  興  の  た  め  の  観  光  財  源  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て 

 （１）  観  光  財  源  の  使  途 
    宿  泊  税  に  よっ  て  得  ら  れ  た  財  源  は、  本  市  の  観  光  振  興  と  宿  泊  増  強  に  寄  与  す  る  こ  と  を  ⽬ 
 的  と  し  て、  観  光  客  や  宿  泊  者  が  快  適  に  過  ご  し  て  い  た  だ  け  る  受  ⼊  環  境  整  備  な  ど、  次  に  掲 
 げ  る  施  策  の  新  規  及  び  拡  充  の  予  算  に  充  て  る  こ  と  と  し、  財  源  を  活  ⽤  し  た  事  業  の  内  容  と  ⾦ 
 額  は  毎  年  度  公  表  す  る  こ  と  が  妥  当  で  あ  る。 

 ①  地  域  資  源  の  磨  き  上  げ  と  魅  ⼒  向  上 
 ・  ⾷  ⽂  化  を  活  か  し  た  コ  ン  テ  ン  ツ  の  充  実    
 ・  コ  ン  テ  ン  ツ  ツー  リ  ズ  ム  の  創  出 
 ・  各  種  イ  ベ  ン  ト  を  通  じ  た  誘  客  促  進 
 ②  持  続  可  能  な  観  光  地  づ  く  り 
 ・  閑  散  期  の  集  客  対  策    
 ・  デ  ジ  タ  ル  マー  ケ  ティ  ン  グ  と  観  光  プ  ロ  モー  ショ  ン  の  強  化  （イ  ン  バ  ウ  ン  ド  等）    
 ・  観  光  DX  の  推  進  及  び  観  光  ⼈  材  の  育  成・  確  保    
 ・  機  動  的  な  需  要  喚  起  に  備  え  た  財  源  の  確  保 
 ③  受  ⼊  環  境  の  充  実 
 ・  ⼆  次  交  通  の  充  実  （ど  こ  バ  ス  の  充  実、  タ  ク  シー  配  ⾞  ア  プ  リ  の  導  ⼊  ⽀  援  等）    
 ・  宿  泊  施  設  や  公  共  施  設  等  の  受  ⼊  環  境  整  備  ⽀  援  （キャッ  シュ  レ  ス  決  済  等） 
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 （２）  制  度  の  概  要 
    本  委  員  会  に  お  け  る  制  度  設  計  の  考  え  ⽅  は  次  の  と  お  り  で  あ  る。  な  お、  制  度  の  導  ⼊  に  当 
 たっ  て  は、  北  海  道  に  お  い  て  も  宿  泊  税  の  導  ⼊  を  検  討  し  て  い  る  こ  と  か  ら、  市  と  双  ⽅  で  課 
 税  す  る  こ  と  に  よっ  て、  宿  泊  客  や  宿  泊  事  業  者  が  混  乱  を  招  く  こ  と  が  な  い  よ  う  に  北  海  道  と 
 連  携  を  図  り、  税  の  基  本  原  則  で  あ  る  「公  平・  中  ⽴・  簡  素」  な  制  度  設  計  に  ⼼  掛  け、  納  税 
 者  に  わ  か  り  や  す  い  内  容  に  す  る  と  と  も  に、  宿  泊  事  業  者  の  負  担  軽  減  に  配  慮  す  る  必  要  が  あ 
 る。 

    ①  税  ⽬  名 
          宿  泊  ⾏  為  に  対  す  る  課  税  で  あ  る  こ  と  か  ら、  新  税  の  名  称  に  つ  い  て  は  「宿  泊  税」  と 
       す  る  こ  と  が  適  当  で  あ  る。 
    ②  課  税  客  体、  課  税  標  準、  納  税  義  務  者 
          課  税  客  体  は  網  ⾛  市  内  に  所  在  す  る  次  の  宿  泊  施  設  へ  の  宿  泊  ⾏  為  と  し、  課  税  標  準  は 
       こ  れ  ら  の  宿  泊  施  設  へ  の  宿  泊  数、  納  税  義  務  者  は  こ  れ  ら  の  宿  泊  施  設  の  宿  泊  者  と  す  る 
       こ  と  が  適  当  で  あ  る。 
     ・  旅  館  業  法  の  許  可  を  受  け  て  営  む  旅  館・  ホ  テ  ル、  ⼜  は  簡  易  宿  所 
     ・  住  宅  宿  泊  事  業  法  の  届  出  を  し  て  営  む  住  宅  宿  泊  事  業  に  係  る  住  宅 
    ③  徴  収  ⽅  法 
          徴  収  の  実  効  性  を  確  保  す  る  た  め、  先  ⾏  ⾃  治  体  同  様、  宿  泊  事  業  者  が  特  別  徴  収  す  る 
       こ  と  が  適  当  で  あ  る。 
    ④  税  率 
          更  な  る  観  光  振  興  に  向  け  新  た  な  事  業  展  開  を  図  る  た  め  に  ⼀  定  の  財  源  を  確  保  す  る  必 
       要  が  あ  る  こ  と、  ま  た  徴  収  を  担  う  宿  泊  事  業  者  に  とっ  て  簡  素  で  わ  か  り  や  す  い  制  度  と 
       す  る  た  め、  道  内  の  他  ⾃  治  体  で  検  討  し  て  い  る  税  率  を  参  考  に、、  ⼀  ⼈  ⼀  泊  ２  ０  ０  円 
       （宿  泊  料  ⾦  が  発  ⽣  す  る  宿  泊  ⾏  為）  の  定  額  制  に  す  る  こ  と  が  適  当  で  あ  る。 
    ⑤  ⾮  課  税  事  項 
          課  税  免  除  に  つ  い  て  は、  公  益  性  の  観  点  か  ら、  学  校  教  育  法  第  １  条  に  規  定  す  る  学  校 
       （⼤  学  を  除  く）  が  主  催  す  る  修  学  旅  ⾏  そ  の  他  学  校  ⾏  事  に  参  加  し  て  い  る  幼  児、  児    
       童、  ⽣  徒、  学  ⽣  及  び  引  率  者、  並  び  に  保  育  所、  認  定  こ  ど  も  園  等  が  主  催  す  る  ⾏  事  に 
       参  加、  引  率  す  る  者  を  対  象  と  し、  免  税  点  に  つ  い  て  は、  北  海  道  同  様  設  け  な  い  こ  と  が 
       適  当  で  あ  る。 
    ⑥  導  ⼊  時  期  に  つ  い  て 
          本  市  に  お  け  る  観  光  需  要  に  影  響  を  及  ぼ  す  こ  と  が  な  い  よ  う、  現  在  検  討  し  て  い  る  北 
       海  道  の  導  ⼊  ス  ケ  ジュー  ル  に  合  わ  せ  る  こ  と  が  適  当  で  あ  る。 
    ⑦  ⾒  直  し  の  時  期 
          他  市  町  村  の  状  況  を  踏  ま  え、  条  例  施  ⾏  後  概  ね  ５  年  を  め  ど  に  ⾒  直  す  こ  と  が  適  当  で 
       あ  る。 
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 ５  お  わ  り  に 
       以  上  の  と  お  り  本  検  討  委  員  会  に  お  い  て、  網  ⾛  市  に  お  け  る  観  光  振  興  を  ⽬  的  と  し  た  新 
    た  な  財  源  の  確  保  は  必  要  で  あ  り、  そ  の  財  源  は  宿  泊  税  に  よ  り  確  保  す  る  こ  と  が  妥  当  で  あ 
    る  と  の  結  論  に  ⾄っ  た。 
       特  別  徴  収  義  務  者  で  あ  る  宿  泊  事  業  者  は、  宿  泊  税  導  ⼊  に  伴  い、  納  税  義  務  者  の  宿  泊  者 
    か  ら  説  明  を  求  め  ら  れ  た  り、  事  務  負  担  と  導  ⼊  経  費  が  ⽣  じ  る  こ  と  も  想  定  さ  れ  る  た  め、 
    徴  収  ⼿  続  き  が  煩  雑  に  な  ら  ず、  簡  素  で  わ  か  り  や  す  い  制  度  設  計  に  努  め  る  と  と  も  に、  宿 
    泊  事  業  者  の  新  た  な  負  担  に  対  し  て  は、  先  ⾏  ⾃  治  体  で  実  施  し  て  い  る  補  助  ⾦  や  交  付  ⾦  制 
    度  な  ど  を  参  考  に  し  な  が  ら、  必  要  な  ⽀  援  に  つ  い  て  検  討  す  る  こ  と。 
       ま  た、  宿  泊  税  の  制  度  周  知  に  当  たっ  て  は、  北  海  道  と  も  連  携  し  な  が  ら、  宿  泊  者  へ  説 
    明  す  る  際  の  マ  ニュ  ア  ル  を  多  ⾔  語  で  作  成  す  る  な  ど、  納  税  義  務  者  及  び  特  別  徴  収  義  務  者 
    の  理  解  を  得  ら  れ  る  よ  う  努  め  る  と  と  も  に、  周  知  ⽅  法  に  つ  い  て  も  ⼯  夫  し、  ⼗  分  な  時  間 
    を  か  け  て  ⾏  う  こ  と。 
       本  検  討  委  員  会  の  答  申  を  踏  ま  え、  市  と  し  て  網  ⾛  市  宿  泊  税  の  制  度  を  取  り  ま  と  め、  新 
    た  な  財  源  を  活  ⽤  し  て、  本  市  が  ⽬  指  す  べ  き  将  来  像  で  あ  る  「豊  か  な  ⾃  然  に  ひ  と・  も    
    の・  ま  ち  が  輝  く  健  康  都  市     網  ⾛」  へ  と  発  展  し、  網  ⾛  市  の  活  性  化  に  寄  与  す  る  こ  と  を 
    期  待  す  る。 
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 ◎  網  ⾛  市  宿  泊  税  に  関  す  る  検  討  委  員  会  の  構  成  等 
    ◇  構  成  委  員  ：  ８  ⼈  （学  識  経  験  者  １  名、  宿  泊  事  業  者  ３  名、  観  光  関  係  団  体  １  名、 
                               観  光  関  係  事  業  者  １  名、  商  ⼯  団  体  １  名、  ⾦  融  機  関  １  名） 
    ◇  委  員  委  嘱  期  間  ：  令  和  ６  年  ９  ⽉  ４  ⽇  か  ら  令  和  ７  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で 

 ◎  網  ⾛  市  宿  泊  税  に  関  す  る  検  討  委  員  会  委  員  名  簿                                      （敬  称  略） 
 No.  区  分  所  属  役  職  等  ⽒  名 

 1  学  識  経  験  者 
 （委  員  ⻑） 

 北  海  道  ⼤  学 
 公  共  政  策  ⼤  学  院  客  員  教  授  ⽯  井     吉  春 

 2  宿  泊  事  業  者  網  ⾛  ホ  テ  ル  旅  館  組  合  理  事  ⻑  浅  利     順  愛 

 3  宿  泊  事  業  者 
 ㈱  網  ⾛  北  天  の  丘 

 北  天  の  丘  あ  ば  し  り  湖  鶴  雅  リ  ゾー  ト 
 常  務  執  ⾏  役  員  清  ⽔     勇  男 

 4  宿  泊  事  業  者 
 ㈱  林  屋 

 網  ⾛  セ  ン  ト  ラ  ル  ホ  テ  ル 
 総  ⽀  配  ⼈  杉  村     浩 

 5  観  光  関  係  団  体 
 ⼀  般  社  団  法  ⼈ 

 網  ⾛  市  観  光  協  会 
 会  ⻑  ⼩  澤  友  基  隆 

 6  観  光  関  係  事  業  者 
 オ  ホー  ツ  ク  農  ⼭  漁  村  活  ⽤  体  験  型 

 ツー  リ  ズ  ム  推  進  協  議  会 
 副  会  ⻑  道  ⼭     マ  ミ 

 7  商  ⼯  団  体  網  ⾛  商  ⼯  会  議  所  事  務  局  次  ⻑  川  畑     学 

 8  ⾦  融  機  関  網  ⾛  信  ⽤  ⾦  庫 
 地  域  振  興  ⽀  援  部  副  部  ⻑  安  藤     ⼤  史 

 ◎  網  ⾛  市  宿  泊  税  に  関  す  る  検  討  委  員  会  の  開  催  経  過 
    ◇  第  １  回  （令  和  ６  年  ９  ⽉  ４  ⽇  （⽔）  開  催） 
     ・  委  員  委  嘱 
     ・  委  員  ⻑  選  出 
     ・  検  討  委  員  会  の  概  要 
     ・  網  ⾛  市  観  光  の  現  状、  宿  泊  税  の  考  え  ⽅ 
    ◇  第  ２  回  （令  和  ６  年  １  ０  ⽉  ４  ⽇  （⾦）  開  催） 
     ・  第  １  回  検  討  委  員  会  に  お  け  る  各  委  員  の  意  ⾒  に  対  す  る  回  答 
     ・  宿  泊  事  業  者  と  の  意  ⾒  交  換  会  開  催  結  果  の  報  告 
     ・  宿  泊  税  導  ⼊  に  関  す  る  答  申  （案）  に  向  け  た  ⽅  向  性 
    ◇  第  ３  回  （令  和  ６  年  １  ０  ⽉  １  ７  ⽇  （⽊）  開  催） 
       ‧  第  ２  回  検  討  委  員  会  に  お  け  る  意  ⾒  に  つ  い  て 
     ・  宿  泊  税  の  導  ⼊  に  関  す  る  ア  ン  ケー  ト  集  計  結  果 
     ・  宿  泊  税  導  ⼊  に  関  す  る  答  申  内  容  の  と  り  ま  と  め 
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